
 
 

 

吸収合併に係る事後開示書面 
（会社法第 801 条第１項および会社法施行規則第 200 条に定める書面） 
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株式会社メディカルネット 
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2020年３月４日 

 

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号 

株式会社メディカルネット     

代表取締役会長ＣＥＯ  平川 大 

 

 

吸収合併に係る事後開示書面 

 

 

 

当社は、2019年８月29日付、2019年 10月 30日付および2019年 11月 26日付でブランネットワー

クス株式会社（以下「ブランネットワークス」といいます。）との間で締結した吸収合併契約書に基

づき、2020 年２月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、ブランネットワークスを吸

収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本件吸収合併」といいます。）を行いました。 

本件吸収合併に関し、会社法第 801 条第１項および会社法施行規則第 200 条の規定に定める事項は

下記のとおりです。 

 

記 

 

１．本件吸収合併が効力を生じた日（会社法施行規則第 200 条第１号） 

2020 年２月１日 

 

２．吸収合併消滅会社における会社法第 784 条の２の規定による請求に係る手続きの経過、ならびに

第 785 条、第 787 条および第 789 条の規定による手続きの経過（会社法施行規則第 200 条第２

号） 

（１） 反対株主の差止請求手続きについて（会社法第 784 条の２） 

会社法第 784 条の２の規定に従い、吸収合併消滅会社に対して本件合併をやめることを

請求した株主はいませんでした。 

 

（２） 反対株主の株式買取請求手続について（会社法第 785 条） 

吸収合併消滅会社は、会社法第785条第３項の規定に従い、2020年１月 10日付で吸収合

併消滅会社の株主に対し本件吸収合併をする旨ならびに吸収合併存続会社の商号および

住所の通知を行いましたが、同条第１項の規定に基づき株式の買取請求を行った株主は

いませんでした。 

 

（３） 新株予約権買取請求手続について（会社法第 787 条） 

吸収合併消滅会社は、新株予約権を発行していないため、会社法第 787 条の規定による

手続は行っていません。 

 

（４） 債権者異議手続について（会社法第 789 条） 

吸収合併消滅会社は、会社法第 789 条第２項および第３項の規定に従い、2019 年 12 月

27 日付の官報および同日付の電子公告において、債権者に対し、本件吸収合併に対する

異議申述の催告を行いましたが、異議申述期限までに債権者から異議の申し出はありま

せんでした。 
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３．吸収合併存続会社における会社法第 796 条の２の規定による請求に係る手続の経過、ならびに第

797 条および第 799 条の規定による手続の経過（会社法施行規則第 200 条第３号） 

（１） 反対株主の差止請求手続について（会社法第 796 条の２） 

吸収合併存続会社においては、本件吸収合併は、会社法第 796 条第２項の規定に基づく

簡易合併であるため、該当事項はありません。 

 

（２） 反対株主の株式買取請求手続きについて（会社法第 797 条） 

吸収合併存続会社は、会社法第797条第３項の規定に従い、2020年１月 10日付で電子公

告において、本件吸収合併をする旨ならびに吸収合併存続会社の商号および住所の公告

を行いました。なお、吸収合併存続会社においては、本件吸収合併は、会社法第 796 条

第２項の規定に基づく簡易合併であるため、吸収合併存続会社の株主による株式の買取

請求はありません。 

 

（３） 債権者異議手続について（会社法第 799 条） 

吸収合併存続会社は、会社法第 799 条第２項および第３項の規定に従い、2019 年 12 月

27 日付の官報および電子公告において、債権者に対し本件吸収合併に対する異議申述の

催告を行いましたが、異議申述期限までに債権者からの異議の申し出はありませんでし

た。 

 

４．本件吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する

事項（会社法施行規則第 200 条第４号） 

吸収合併存続会社は、本件吸収合併の効力発生日をもって、本件吸収合併契約に基づき、吸収合

併消滅会社の資産、負債その他の権利義務の一切を承継しました。 

 

５．会社法第 782 条第１項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された事項（吸収

合併契約の内容を除く。）（会社法施行規則第 200 条第５号） 

別紙のとおりです。 

 

６．会社法第 921 条の変更の登記（吸収合併による変更の登記）をした日（会社法施行規則第 200 条

第６号） 

2020 年３月 16 日（予定） 

 

７．前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項（会社法施行規則第 200 条第７号） 

吸収合併存続会社は、会社法第 796 条第２項の規定に基づき、本件合併契約について会社法第

795 条第１項に定める株主総会の承認を得ずに本件吸収合併を行いました。 

なお、会社法第 796 条第３項の規定に基づき本件吸収合併に反対する旨を通知した吸収合併存続

会社の株主はいませんでした。 

 

 

以 上 
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別紙 ブランネットワークスの事前開示書面に記載された事項 

 

 

次頁以降に記載のとおりです。 



 
 

 

吸収合併に係る事前開示書面 
（会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 182 条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 
2019 年 12 月 18 日 

 
ブランネットワークス株式会社 

別紙
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2019年12月18日 

東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目34番14号 

ブランネットワークス株式会社     

代表取締役  齋藤 淳 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

（会社法第782条第１項および会社法施行規則第182条に基づく書面） 

 

 

 

当社は、2019 年８月 29 日付、2019 年 10 月 30 日付および 2019 年 11 月 26 日付で株式会社メディ

カルネット（以下「メディカルネット」といいます。）との間で締結した吸収合併契約書に基づき、

2020 年２月１日を効力発生日として、メディカルネットを吸収合併存続会社、当社を吸収合併消滅

会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行うことといたしました。 

本合併について、会社法第 782 条第１項および会社法施行規則第 182 条の規定に基づき、下記のと

おり吸収合併契約等の内容その他法務省令で定める事項を記載した書面を備え置くことといたします。 

 

記 

 

１．合併契約の内容（会社法第 782 条第１項） 

2019 年８月 29 日付、2019 年 10 月 30 日付および 2019 年 11 月 26 日付で当社とメディカルネッ

トとの間で締結した吸収合併契約書は別紙１のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第１号） 

当社は、当社への出資比率が 90.04％であるメディカルネットの子会社であることから、本合併

により、メディカルネットが本合併の直前時点の株主に、当社の普通株式１株に対して 33 円の金

銭を交付いたします。 

当社は、本合併に用いられる対価の算定にあたって、非上場会社である当社の株式価値について

は 2019 年 10 月時点の簿価純資産額をもとに簿価純資産法により算定し、その結果を総合的に勘案

し、当社とメディカルネットとの間で協議のうえ決定いたしました。 

 

３．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第３号） 

該当事項はありません。 

 

４．計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第４号） 

（１） 吸収合併存続会社についての事項 

（ア） 最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 182 条第６項第１号イ） 

メディカルネットの最終事業年度（2018 年６月１日～2019 年５月 31 日）に係る計算

書類等は、別紙２のとおりです。 

 

（イ） 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類があるときは、当該臨時

計算書類等の内容（会社法施行規則第 182 条第６項第１号ロ） 

該当事項はありません。 

 

（ウ） 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状

況に影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法施行規則第 182 条第６項第

１号ハ） 

メディカルネットは、2019年７月 12日付および2019年９月 25日付で自己株式立会外

買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）により自己株式を取得しております。 
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 【取得の内容】 

 

① 2019 年７月 12 日付 

（1） 取得した株式の種類  当社普通株式  

（2） 取得した株式の総数  807,600 株 

（3） 株式の取得価額の総額  461,139,600 円 

（4） 取得日      2019 年 7 月 12 日  

（5） 取得方法  東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 

(ＴｏＳＴＮｅＴ－３)による買付け 

 

② 2019 年９月 25 日付 

（1） 取得した株式の種類  当社普通株式  

（2） 取得した株式の総数  716,500 株 

（3） 株式の取得価額の総額  335,322,000 円 

（4） 取得日      2019 年９月 25 日  

（5） 取得方法  東京証券取引所の自己株式立会外買付取引 

(ＴｏＳＴＮｅＴ－３)による買付け 

 

（２） 吸収合併消滅会社についての事項（会社法施行規則第 182 条第６項第２号） 

該当事項はありません。 

 

５．吸収合併存続会社の債務の履行の見込に関する事項（会社法施行規則第 182 条第１項第５号） 

本合併後のメディカルネットの資産の額は、負債の額を十分上回ることが見込まれます。また、

本合併後のメディカルネットの収益状況およびキャッシュ・フローの状況について、メディカル

ネットの債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。従いまし

て、本合併後におけるメディカルネットの債務について履行の見込みがあると判断しております。 

 

 

 

以 上 

 



別紙１









別紙２












































































	①事後開示書面（表紙）.pdf
	②吸収合併に係る事後開示書面
	③事前開示書面（表紙）
	④BNI吸収合併に係る事前開示書面
	⑤契約書まとめ
	20190829 吸収合併契約書(押印済).pdf
	20191030 契約変更の覚書1-2(印紙押印済)

	⑥MN事業報告・計算書類



